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広 報 
 

み
く
ら 

人口・世帯 
（平成20年1２月1日現在） 

 

世帯数（前月比） 

１６４世帯 

（１世帯減） 

 

人 口（前月比） 

男 性 １６４名 

（増減なし） 

女 性 １３６名 

    （増減なし） 

合 計 ３００名 
（増減なし） 

メールアドレス kizai@mikurasima.jp ホームページアドレス http://mikurasima.jp  

１１月運航実績 

●運航日数 
  客   船     １７日 
  貨物船      ４日 

  ヘリコミ       ３０日 

●就 航 率  

  客   船        57％ 

  貨物船    100％ 

  ヘリコミ     100％ 

●来島者数（前年数値） 

  東海汽船 252名（ 243名） 

  ヘリコミ  274名（ 194名） 

●離島者数（前年数値） 
   東海汽船 194名（ 207名） 

  ヘリコミ  335名（  239名） 

目   次 ・・・ 
 

●年末年始の窓口業務等 

             ･･･１ 

●新住宅家賃制度 ･･･２ 

●お知らせ      ･･･３ 

 H ２ ０ 

1２  月  号 

No.２３５ 
村民運動会 １１月２３日（日） 

高齢者のつどい １１月３０日（日） 



〈１〉 

   広報みくら            平成２０年１２月             第２３５号   

 

平成２０年 

第４回定例村議会 
 

 平成20年第４回定例村議

会が下記のとおり開催され

ます。 
 

●日時 １２月１６日(火) 

    午前９時から 
 

●場所 御蔵島村役場 

     ２階会議室 

 

年
末
年
始
の 

窓
口
業
務
等
に
つ
い
て 

  

年
末
年
始
の
窓
口
業
務
等
は
次
の
と
お
り

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 

◆
窓
口
業
務 

 

次
の
期
間
戸
籍
の
届
出
を
除
く
窓
口
業
務
を 

行
い
ま
せ
ん
。 

 
 

12
月
27
日(

土)

～
１
月
４
日(

日) 
 

◆
診
療
所 

 

一
般
外
来
診
療
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間 

休
診
し
ま
す
。 

 
 

12
月
28
日(

日)

～
１
月
４
日(

日) 

※
休
診
期
間
中
も
医
師
は
待
機
し
て
お
り
、
急 

患
の
場
合
に
は
診
療
い
た
し
ま
す
が
、
あ
ら
か 

じ
め
村
役
場
に
連
絡
の
上
ご
来
所
く
だ
さ
い
。 

 

◆
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー 

 

次
の
期
間
休
館
と
し
ま
す
。 

 
 

12
月
28
日(

日)

～
１
月
４
日(

日) 
 

◆
ご
み
収
集 

 

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
体
制
に
つ
き
ま
し
て 

は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

※
閉
庁
期
間
中
、
電
気
が
不
通
に
な
っ
た
ら
、 

御
蔵
島
発
電
所
（
８
‐
２
１
１
６
） 

ま
で
直
接
ご
連
絡
下
さ
い
。 

12
月
の
歯
科
巡
回
診
療 

 

12
月
の
歯
科
巡
回
診
療
は
下
記
の
と
お
り
で

す
。
皆
様
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

実
施
期
日 

 

 
 

12
月
12
日(

金)

～
17
日(
水) 

 
 

※
15
日(

月)

は
休
診
日
で
す
。 

診
療
時
間 

 

午
前
９
時
か
ら
12
時
ま
で 

 
 

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で 

診
療
場
所 

 
 

御
蔵
島
診
療
所
歯
科
診
察
室 

 

※
天
候
の
状
況
等
に
よ
り
、
変
更
と
な
る
場
合
は
、 

 

放
送
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

  

12
月
は 

 
 

固
定
資
産
税
の
第
３
納
期 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

で
す
。 

 

村
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

・
・
・
村
税
を
滞
納
す
る
と
・
・
・ 

  

本
来
納
め
る
べ
き
税
金
の
ほ
か
、
余
分 

な
督
促
料
や
延
滞
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な 

り
ま
せ
ん
。 

 

村
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。 

 

村
税
の
納
付
は
、 

便
利
で
確
実
な
「口
座
振
替
」で 

  

口
座
振
替
な
ら
、
窓
口
に
足
を
運
ぶ
手

間
が
省
け
、
納
期
を
気
に
せ
ず
と
も
納
め

忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

村
税
の
納
付
に
は
、
便
利
で
確
実
な
口

座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

口
座
振
替
依
頼
書
は
郵
便
局
窓
口
・
村

役
場
総
務
課
企
画
財
政
係
に
お
申
出
下
さ

い
。 

 

口
座
振
替
に
関
す
る
お
問
合
せ
は 

 

村
役
場 

総
務
課 

企
画
財
政
係 

 
 

 
 

 
 

 

（
８
‐
２
１
２
１
） 

 

御
蔵
島
郵
便
局
（
８
‐
２
２
０
１
）
ま
で 

 

ゴ
ミ
収
集
に
つ
い
て 

 

ガ
ラ
ス
ビ
ン
の 試

験
的
収
集
に
つ
い
て 

 

12
月
１
日
よ
り
２
月
28
日
ま
で
の
間
、
役
場
横

設
置
の
ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
脇
に
て
、
ガ
ラ
ス
ビ
ン

の
試
験
的
収
集
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

来
年
度
の
ゴ
ミ
収
集
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
る
た

め
、
村
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

 

ゴ
ミ
の
出
し
方
に
つ
い
て 

 

空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
ガ
ラ
ス
ビ
ン
に

つ
い
て
は
、
島
外
搬
出
の
上
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

ま
す
。
排
出
の
際
は
、
中
を
す
す
い
で
内
容
物

を
取
り
除
き
、
キ
ャ
ッ
プ
等
を
必
ず
外
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

住宅を購入される皆さまへ 

「保険や供託の確認を 

お忘れなく」 
 平成２１年１０月１日以降に引き渡

される住宅には、法律により、事業者

に保険か供託が義務付けられます。住

宅購入される際は、その住宅がきちん

と保険や供託の措置をとられている

か、忘れずに確認しましょう。 

（問い合わせ） 

産業課産業建設係 ℡ ８－２１２１ 

  

保
育
園
お
楽
し
み
会 

  
 

保
育
園
の
お
楽
し
み
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 
 

皆
さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
ご
来
園
下
さ
い
。 

  
 

日
時 

12
月
19
日
（金
） 

午
前
10
時
～ 

 
 

場
所 

御
蔵
島
保
育
園 

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の 

放
送
局
と
受
信
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
つ
い
て 

  

12
月
１
日
よ
り
新
島
中
継
局
の
開
設
に
伴

い
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
し
て

い
ま
す
。
放
送
局
と
受
信
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
次
の

と
お
り
で
す
。 

           

現
行
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
に
お
い
て
、
万
一
「
テ
レ

ビ
画
面
が
ザ
ラ
ザ
ラ
に
な
っ
た
」
な
ど
の
問
題
が
あ

り
ま
し
た
ら
《
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
》
ま
で
ご
連
絡

下
さ
い
。 

 

ま
た
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
受
信
方
法

な
ど
、
一
般
的
な
お
問
い
合
わ
せ
は
《
総
務
省
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
相
談
セ
ン
タ
ー
》
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。 

《
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
》 

 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

０
１
２
０(

５
０
４)

６
１
９ 

 

フ
リ
ー
フ
ァ
ク
ス 

０
１
２
０(

４
０
１)

０
１
４ 

《
総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
相
談
セ
ン
タ
ー
》 

 
 
 

 
 

０
５
７
０(

０
７)

０
１
０
１
（
有
料
） 

（
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
《
社
団
法
人
デ
ジ
タ
ル
放 

 

送
推
進
協
会
》
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
を 

 

掲
載
し
ま
し
た
。
） 

放送局 ﾁｬﾝﾈﾙ 

日本放送協会（総合） 27ch 

日本放送協会（教育） 26ch 

日本テレビ放送網 25ch 

テレビ朝日 24ch 

東京放送（ＴＢＳ） 22ch 

テレビ東京 23ch 

フジテレビジョン 21ch 

東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 20ch 
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〈２〉 

 これから村営住宅に入居を希望される方、あるいは既に村営住宅にお住まいの方へ 

平成２１年度から村営住宅の家賃制度が変わります。 
 

 平成２１年４月から公営住宅法施行令の一部が改正されます。これに伴い村営住宅に入居できる条件や、入居後の家賃制度

が見直されます。 
 

 １．村営住宅に入居できる収入基準 

    入居収入基準の見直しにより、次の方は村営住宅への入居申込ができなくなります。 

     ○一般の方……………･月収  
（注１）

158,000円を超える方  ○裁量階層対象者  
（注２）

…月収214,000円を超える方 
 

     ※収入基準となる月収表 

 

 

 

 

 
    （注１）月収とは？ 

      たとえば給与所得者の場合、所得証明書に記載されている給与所得控除後の金額（給与所得の額）から、世帯数に応じた所定の額を控除した 

     後、月額換算した金額です。 

    （注２）裁量階層対象者とは？ 

      公営住宅法施行令において、入居収入基準の緩和が認められた者で、一定の障害者・高齢者・小学校就学前の子のいる世帯等が該当します。 

 ２．家賃制度の見直し 

    村営住宅家賃は「家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数」で決定します。 

    今回の改正では、①家賃算定基礎額・②規模係数・③利便性係数が見直されます。 

     ①家賃算定基礎額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ※収入分位と連動して家賃算定基礎額を見直すため、全ての入居者の家賃が増減する可能性があります。 

        （最終的な家賃増減は家賃算定基礎額以外の諸係数により異なります。） 
 

     ②規模係数  規模係数とは、住宅の広さを家賃に反映させるための係数です。 

 

 

 
 

     ③利便性係数  利便性係数とは、住宅の立地条件や設備に応じて村長が定める係数です。 

 

 

 
 ３．激変緩和措置 

    既に村営住宅にお住まいの方の家賃が上昇する場合、急激な負担増とならないよう、激変緩和措置を講じます。 

    （新制度家賃が平成２０年度家賃を下回る場合は、下回った家賃が平成２１年度から適用されます。） 

     激変緩和措置中の家賃計算式 

      家賃＝平成２０年度家賃＋（新制度家賃－平成２０年度家賃）×調整率    
                                       ※調整率表（５年間かけて新家賃へ移行） 

 

 

 
 

    既に村営住宅にお住まいの方の「収入超過基準」や「高額所得者となる収入の基準」も、５年間（平成２５年まで）は現行どおり 

   の収入基準が適用されます。 
 

 ご不明な点は、産業課産業建設係（８－２１２１）までお問い合わせ下さい。 

 改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～） 

一般申込者 200,000円以下 158,000円以下 

裁量階層対象者 268,000円以下 214,000円以下 

 

改正前 （現在） 改正後（平成２１年４月～）  

収入月額(円) 家賃算定基礎額(円) 収入月額(円) 家賃算定基礎額(円) 

Ⅰ 0～123,000 37,100   0～104,000 34,400 

Ⅱ 123,001～153,000 45,000 104,001～123,000 39,700 

Ⅲ 153,001～178,000 53,200 123,001～139,000 45,400 

Ⅳ 178,001～200,000 61,400 139,001～158,000 51,200 

Ⅴ 200,001～238,000 70,900 158,001～186,000 58,500 

Ⅵ 238,001～268,000 81,400 186,001～214,000 67,500 

Ⅶ 268,001～322,000 94,100 214,001～259,000 79,000 

Ⅷ 322,001以上      107,700 259,001以上 91,100 

収入 

分位  

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～） 

規模係数＝住宅の床面積×70(㎡) 規模係数＝住宅の床面積×65(㎡) 

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～） 

利便性係数＝0.7～1.0 利便性係数＝0.5～1.3 

２１年度 ２５年度 

１／５ ５／５ 

２２年度 

２／５ 

２４年度 

４／５ 

２３年度 

３／５ 
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〈３〉 

東京社会保険事務局からのお知らせ 
 

「老齢年金を受けている方に源泉徴収票を送付いたします。」 
 老齢基礎年金や老齢厚生年金などは、所得税法上「雑所得」として取り扱わ

れ、課税の対象となります。 

 そのため、社会保険業務センターでは、平成２０年の年金の支払総額や介護保

険料額、源泉徴収税額などを記載した「公的年金等の源泉徴収票」を１月中旬よ

り送付いたします。 

 「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税が源泉徴収されたか否かに関わらず、

老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受けている方全員に送付されます。 

 ２つ以上の年金を受けている方や公的年金以外に所得がある方は、確定申告を

する際にも必要となりますので、大切に保管してください。 
 

「公的年金等の源泉徴収票｣がお手元に届かない時や紛失された場合には、 

     年金ダイヤル ０５７０‐０５‐１１６５         まで。 

 ※ＩＰ電話･ＰＨＳからは ０３‐６７００‐１１６５ へ。 

  または社会保険事務所へお越し下さい。 

「確定申告には社会保険料控除証明書が必要です。」 
 国民年金保険料は、全額が確定申告での社会保険料控除の対象となります。 

 確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付した保険料を証明す

る書類の添付が必要となります。 

そのため、社会保険庁では９月３０日までに納付いただいた国民年金保険料額を

証明した「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を１１月上旬に送付して

おります。 

確定申告をされる際には、この証明書と１０月１日以降に納付した保険料の領収

書を併せて添付してください。 

 また、１０月１日から１２月３１日までの間に、平成２０年に初めて国民年金

保険料を納付された方については、２月上旬に「控除証明書」を送付することと

なっております。 
 

紛失等による再発行や「控除証明書」に関するお問い合わせは、 

    控除証明書専用ダイヤル ０５７０－０７０－１１７     まで。 

     ※ＩＰ電話･ＰＨＳからは ０３－６７４８－８８８２ へ。 

 

確定申告はお早めに 
 

 無資格者が税金の相談、申告書の作成、税務の代理をすることは、法律で禁じ

られているばかりでなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者が不測の損害

を被るおそれもあります。 

 にせ税理士及びにせ税理士法人にご注意ください。 

 税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。 
 

―東京税理士会― 

URL http://www.tokyozeirishikai.or.jp 

私立高等学校等入学支度金の貸付事業のお知らせ（平成２１年度４月入学分） 
 

 財団法人東京都私学財団では、平成２１年４月に私立高等学校、私立高等専門学校または私立専修学校高等過程

（３年制過程）に入学する生徒をお持ちの保護者の負担を軽減するために、入学支度金を学校が無利息でお貸しす

る「私立高等学校等入学支度金」の貸付事業を下記のとおり実施いたします。 
 

１ 貸付条件…………………………①平成21年4月に都内の入学支度金制度のある私立高等学校、私立高等専門学校または 

                 私立専修学校高等過程（３年制過程）に入学すること 

                ②保護者が都内に居住していること 

２ 入学支度金の対象となる費用…入学金など、入学時に学校に支払うすべての費用。 

                ただし、その費用が２０万円以上であること。 

３ 貸付額……………………………一人当たり一律２０万円（無利息） 

４ 申込先・時期……………………合格決定後、入学する学校に直接申込する。 

５ 返還方法…………………………在学期間中に月賦・半年賦等で学校が指定する方法にて返還 

６ 問い合わせ先……………………入学する学校 又は 財団法人東京都私学財団（０３－５２０６－７９２６） 

                生活文化スポーツ局私学部私学振興課 テレホンガイド（０３－５３２０－７７７０） 

調理師業務従事者届出の 

該当年です。 
 

 都内で調理業務に従事している調理師

（調理師免許取得者）は、１２月３１日現

在の状況を届け出る必要があります。都内

在勤（調理業務）の調理師の方は、都内の

保健所から届出用ハガキを受け取り、平成

２１年１月１５日までに提出してくださ

い。 
 

 問合せ先 

東京都福祉保健局健康安全部健康安全課 

       ０３－５３２０－４３５８ 

東京都福祉保健局ホームページ 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp 

 ＮＨＫ学園 

平成２１年度入学生・ 

受講者募集中！ 
 

 ＮＨＫ学園では、広域通信制高等学

校および生涯学習通信講座の学生・受

講者を募集しています。まずは、無料

の案内書・願書をご請求下さい。 
 

■募集内容： 

・高等学校 普通科 

  NHKの放送を利用して３年で高校卒 

  業資格取得 

・生涯学習通信講座 

  趣味から資格まで全200コース以上 
 

■募集期間： 

・高等学校 普通科 

  2009年２月１日～４月20日 

・生涯学習通信講座 

  通年申込受付 
 

■問い合わせ先： 

ＮＨＫ学園 042-572-3151（代表） 

案内書請求フリーダイヤル  

      0120-06-8881 
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日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ 

 

マラソン大会 

６ 

７ 
大雪 

８ ９ 10 11 12 
 

歯科診療 

（～17日） 

13 

14 15 16 17 18 19 
 

保育園お楽しみ会 

20 

21 
冬至 

22 23 
 

天皇誕生日 

 
 

24 25 
 

学校終業式 

クリスマス 

26 
 

御用納め 

27 

28 29 30 31 
大晦日 

   

 

 島民カレンダー １２月 

平成20年 

冬
木
中 

 
一
本
道
を 

 
 

 
 

通
り
け
り 

 
 

 
 

 

臼
田
亞
浪 

１２月は師走（しわす）、年積月（としつみつき）とも呼ばれています。 

 

１
月
の
主
な
行
事 

●
元
旦 

 
 

 

（
１
日
） 

●
セ
チ
ウ
チ 

 

（
１
日
） 

●
初
日
の
出
マ
ラ
ソ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

（
１
日
） 

●
船
祝
い 

 
 

（
２
日
） 

●
消
防
団
出
初
式
（
６
日
） 

●
夜
間
警
戒 

（
６
日
～
） 

●
金
比
羅
祭 

  

（
10
日
） 

●
成
人
の
日 

  

（
12
日
） 

●
厄
落
と
し 

  

（
15
日
） 

●
忌
の
日
の
明
神
様 

 
 

 
 

（
20
日
～
25
日
） 

えびね公園開園日 燃えるゴミ 

(生ゴミ含) 
燃えないゴミ 空き缶 し尿 貨物船入港 

不 し 

空 

開 

開 

不 

空 

可 可 貨物 

開 

可 

し 

開 

開 

開 

可 可 

開 

貨物 可 

開 

可 可 

開 

貨物 可 

開 

可 可 貨物 

開 

可 

し 

可 不 空 し 貨物 開 

可 

※年末年始のごみ収集につきましては、 

 後日お知らせします。 



   広報みくら            平成２０年１２月             第２３５号   

 

今 月 の 行 事 （ １２ 月 ） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

  ◆大雪（たいせつ）（７日） 

   山の峰は雪に覆われ、寒い地方では根雪になる雪が降り始めます。北風が吹き、平地でも雪が降る頃。本格 

  的な冬の到来です。 

  ◆冬至（とうじ）（２１日） 

   この日を境に日脚が長くなって行きますが、寒さはますます厳しくなって行きます。粥やカボチャを食べ、 

  冷酒を飲み、ゆず湯に入って身体を温める風習があります。 

  ◆天皇誕生日（２３日） 

    

  ◆クリスマス（２５日） 

   元は冬至の日の太陽神の祭。キリスト教によって世の光となるイエスの誕生の日に見立てられました。飾ら 

  れる冬にも葉を落とさないモミの木のツリーは永遠の命を表しています。 

  ◆大晦日（３１日） 

   １年の終りの日。 年越し蕎麦を食べる習慣は江戸時代中期から始ったもの。元々月末に蕎麦を食べる習慣 

  があり、大晦日のみにその習慣が残ったものです。 


